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交付申請アカウント登録方法

計画申請の申請主体は、計画申請詳細より補助対象事業
者の情報を取得して、特設Webサイトより「交付申請ア
カウント登録」を行っていただきます。

事務局にて登録内容を確認後、電子申請システムをご利
用いただくための交付申請用のアカウントを、補助対象
事業者に発行いたします。



③補助対象事業者担当者のメールアドレス

①計画申請ID ②補助対象事業者ID

ID 0000-00

計画申請より補助対象事業者情報を取得
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計画申請の申請主体は、補助対象事業者が電子申請システムを使用するための交付申請アカウント登録を行ってく
ださい。登録には、①計画申請ID ②補助対象事業者ID ③補助対象事業者担当者のメールアドレスの情報が必要で
す。マイページにログインのうえ、計画申請詳細から情報を確認し、控えておいてください。

対象の計画申請の列をクリック

申請主体

補助対象事業者の担当者メールアドレスが変更となる場合は計画申請の修正
が必要です。計画申請を差し戻しますので、事務局までご連絡ください。



交付申請アカウント登録
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計画申請詳細より情報を取得した後は、特設Webサイトの「交付申請アカウント登録」にて、補助対象事業者ごと
に交付申請アカウント登録を行ってください。取得した ①計画申請ID ②補助対象事業者ID ③補助対象事業者担当
者のメールアドレスを入力、確認ページへ進み送信していただくと、各補助対象事業者の担当者に受付メールが自
動送信されます。

「交付申請アカウント登録」ボタンをクリック

入力フォームに進み 下記を入力する

①計画申請ID ②補助対象事業者ID 

③補助対象事業者担当者のメールアドレス

項目の入力が完了したら

「入力内容を確認する」

ボタンをクリック

入力内容を確認する

修正があれば「編集する」ボタン

問題なければ「送信」ボタンをクリック

※補助対象事業者にメールが届かない場合、以下を
ご確認ください
 入力したメールアドレスの間違
 迷惑メールボックスにメールが入っている

　@overtourism-hojokin.go.jpからのメールが受信で

　きるように迷惑メールの設定変更をお願いします

計画申請ID・補助対象事業者ID・補助対象事業者担当者
のメールアドレスが1つでも違うと登録できません。

申請主体

https://system.overtourism-hojokin.go.jp/application2_form/


申請アカウント発行・パスワード登録
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事務局にて登録内容を確認後、1営業日程度で申請アカウントを発行し、登録メールアドレス宛に「申請アカウント
発行・パスワード登録のご連絡」メールを送信します。メールに記載の「パスワード登録：URL」をクリックして
「パスワード登録・再登録」ページを表示し、「アカウントID」を入力してパスワードを登録してください。登録
完了画面から電子申請システムのマイページログイン画面に移動できます。

補助対象事業者

URLをクリックして

パスワード登録へ進む

メールに記載の「アカウントID」を入力



ログイン方法

申請アカウント登録で発行されたアカウントIDとパス
ワードにて、電子申請システムのマイページにログイン
が可能です。

特設Webサイトの「マイページ」ボタンよりお進みいた
だけます。



マイページのログイン画面
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特設Webサイトの「マイページ」ボタンより、電子申請システムのマイページのログイン画面へお進みください。

https://system.overtourism-hojokin.go.jp/login/


オーバーツーリズムの未然防止・抑制による持続可能な観光推進事業 　事務局 <XXX@overtourism-hojokin.go.jp>

申請の手続きに関するご案内（オーバーツーリズムの未然防止・抑制による持続可能な観光推進事業 事務局）

オーバーツーリズムの未然防止・抑制による持続可能な観光推進事業 事務局 <no-reply@overtourism-hojokin.go.jp>

アカウント認証コードのご連絡（オーバーツーリズムの未然防止・抑制による持続可能な観光推進事業 事務局）

申請主体となる地方公共団体・事業者名　様



オーバーツーリズムの未然防止・抑制による持続可能な観光推進事業 事務局でございます。



電子申請システムのマイページにアクセスするためのアカウント認証コードを送付いたします。 
下記の認証コードを入力してください。 
※認証コードの有効期限は30分です。



認証コード：83514451 
認証コード入力画面：


※本メールはシステムより自動送信されています。ご返信はいただけませんのでご了承ください。



＜事務局＞ 
オーバーツーリズムの未然防止・抑制による持続可能な観光推進事業 事務局 
電話番号：0570-006-878 
特設WebサイトURL：
対応時間：9:00～17:00（土日祝日及び年末年始を除く）




https://overtourism-hojokin.go.jp/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


https://overtourism-hojokin.go.jp/ 

ログイン・アカウント認証
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申請アカウント登録時にメールで受け取ったアカウントIDと、ご自身で設定されたパスワードを入力して、「ログ
イン」ボタンをクリックしてください。登録されたメールアドレスにアカウント認証コードが届きますので、次の
画面で認証コードを入力するとマイページにログインすることができます。

登録メールアドレス宛に

認証コードのお知らせが届く

認証コードの

入力画面に

移動

認証コードの有効期限は30分です。30分以上経過
した場合は、再度アカウントIDとパスワード入力
を行ってください。

https://overtourism-hojokin.go.jp/


交付申請方法

電子申請システムのマイページにログイン、必要な交付
申請書類の様式をダウンロードして書類を作成いただき
ます。

その後、交付申請入力フォームへの情報登録と必要書類
の添付を行い申請いただきます。



申請様式をダウンロードして記入
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電子申請システムにログインして、左メニュー「申請様式ダウンロード」を表示してください。

交付申請に必要な申請様式をダウンロードして、各ファイルに必要事項を記入して書類を作成してください。

また、見積書等必要な書類をご準備ください。詳細は「交付申請の手引き」をご確認ください。

「申請様式ダウンロード」を

クリックして

交付申請様式をダウンロード



補助事業を選択
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マイページのダッシュボードから、対象の補助事業の行をクリックして、交付申請フォームにお進みください。

対象の補助事業の行をクリック



事業者情報

口座情報は金融機関選択と必要事項を入力
して、関連する書類を添付する

補助事業に関する書類 - 不動産項目

駐車場等土地の整備を実施する場合に、登
記事項証明書、必要な場合、土地所有者と
運営委託契約を証明できる書類を添付する

交付申請入力フォームから申請を行う
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交付申請入力フォームから必要事項を入力、書類の添付を行ってください。申請入力フォームは「事業者情報」
「補助事業に関する書類 - 不動産項目」「経費に関する情報」の3ページがあります。

経費に関する情報

費目を選択し必要事項を入力して、費目に
ひもづく根拠資料を添付する

「金融機関選択」ボタンをクリックすると

ポップアップウィンドウが表示される

金融機関と支店を選択する



計画申請に関する情報

14

交付申請入力フォームの各画面上部にある「計画申請に関する情報」を開くと、計画申請時に申請主体が申請した
情報を確認することが可能です。



経費項目の追加・削除
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「交付申請入力フォーム（経費に関する情報）」の画面下部より、経費項目の追加・削除が可能です。

補助事業にかかるすべての補助対象経費について、経費項目毎にフォームを追加し、必要情報の入力、根拠資料の
添付をお願いします。

経費項目の追加

「経費項目を新規追加」ボタンをクリックすると、新規で入
力フォームが表示されます。

経費項目の削除

削除は「入力内容の確認」まで進んでいただき、各経費項目
にある「編集」ボタンをクリックすると、申請入力フォーム
に「この経費項目を削除」ボタンが表示されます。

新しい経費項目を追加する

経費項目の「編集」ボタンがをクリックし

申請入力フォームに遷移

「この経費項目を削除」ボタンをクリックすると

該当の経費項目が削除される※新規で経費項目を入力する場合、経費項目を削除することはできません。


　必ず「入力内容の確認」まで進んでください。

※最初に入力された「経費項目01」は削除できませんのでご注意ください。

例：工事委託費に関する見積書Aと備品購入に関する見積書Bがある場合、経費項目01に工事委託費に関する情報を入力、見積書A他資料を添付し登録、経費
項目を新規追加をクリックし、経費項目02に備品購入に関する情報を入力、見積書B他必要な資料を添付し登録する。



交付申請入力フォームの一時保存

16

すべての交付申請入力フォームの画面右下に「入力内容の一時保存」ボタンが常に表示されます。クリックすると
入力途中でも一時保存が可能です。画面下部の「次の入力へ」ボタンをクリックすると自動で一時保存されます。

一時保存した申請内容は、ダッシュボードと入力内容の確認から引き続き入力が可能です。

入力内容の

一時保存

「次の入力へ」ボタンをクリックすると

自動で一時保存される

入力途中で「入力内容の一時保存」ボタンを

クリックすると一時保存ができる 一時保存の申請内容は


引き続き入力が可能

※「前の入力へ」ボタンをクリックし
た場合は自動で一時保存されません。



入力内容の確認・編集
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すべての入力が完了しましたら、入力内容の確認画面に進んでください。入力した情報や添付した書類に間違いが
ないかご確認いただき、「宣誓事項」にチェックを入れてから、「送信」ボタンをクリックしてください。

※送信をすると、内容が変更できなくなります。

すべての申請内容に間違いがないかご確認の上、

送信をお願いします。

該当する申請内容を

編集することが可能

「宣誓事項」にチェックして

「送信」ボタンをクリック



交付申請完了
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交付申請を送信すると、登録メールアドレス宛に事務局より交付申請受付メールが届きますのでご確認ください。

ダッシュボードにある申請一覧から交付申請内容を確認することができます。

申請内容の確認及び審査を順次進めさせていただきます。なお、申請内容に関して追加の確認や不備のご連絡を事
務局から差し上げる場合がございます。

一覧の該当交付申請をクリックすると

申請済(交付審査待ち)の内容が確認できる



交付申請の修正・再提出方法

ご提出いただいた交付申請を事務局にて確認し、申請内

容に関して不備がございましたら、電子申請システムよ

り修正依頼を送信いたします。


届いた修正依頼に沿って申請入力フォームを編集いただ

き、再提出をお願いいたします。



事務局からの修正依頼
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ご提出いただいた交付申請を事務局にて確認し、申請内容に関して不備がございましたら、電子申請システムより
修正依頼を送信いたします。修正依頼はダッシュボードの「お知らせ」に通知が表示され、登録メールアドレス宛
に交付申請修正依頼メールが届きます。ご確認いただき「交付申請詳細」画面へ進んでください。

お知らせ通知をクリックして

「交付申請詳細」画面へ進む

URLをクリックして

「交付申請詳細」画面へ進む

※ダッシュボードの「お知らせ」またはメール
に記載のURLより該当の「交付申請詳細」画面
にアクセスすることができます。



修正依頼の「交付申請詳細」画面には、「編集」ボタン、修正該当箇所に 、「事務局連絡」に修正内
容のコメントが表示されます。修正該当箇所とコメントをご確認いただき「編集」ボタンをクリックして、「入力
内容の確認」画面へ進んでください。 が表示されている項目の「編集」ボタンをクリックして、該当
の交付申請入力フォームに進んでください。

赤い■マーク

赤い■マーク

交付申請の修正内容確認

21

修正内容を確認

「編集」ボタンをクリックして

「入力内容の確認」画面へ進む

修正該当箇所は

が


表示される
赤い■マーク

赤い■マークが表示されている

項目の「編集」ボタンをクリック



該当の交付申請入力フォームでは、 がついた修正該当箇所の入力欄が赤く表示されます。事務局コメ
ントに沿って、該当の入力欄へ再入力してください。修正該当箇所以外は編集できませんのでご注意ください。

入力完了後は画面下部「入力内容の確認」ボタンをクリックし、「入力内容の確認」画面へ進んでください。

赤い■マーク

交付申請の再入力
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「この項目を削除」にチェックを入れて

画面下部「入力内容の確認」ボタンをクリックする

と添付ファイルが削除される

前回添付したファイルと同じファイル名で添付する
とファイルが上書きされる

別のファイル名で添付すると追加される

※添付ファイルは「上書き」「追加」「削除」が可能です。

※前回添付したファイルと同じファイル名で添付すると

　上書きされますのでご注意ください。

修正該当箇所のみ赤く表示される

事務局コメントに沿って再入力する



経費項目の費目変更・削除
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経費に関する情報の「経費項目」は、費目の変更と経費項目の削除が可能です。

経費項目を追加することはできませんので、追加が必要な場合は事務局にご相談ください。

経費項目の費目変更

事務局より費目変更に関する修正依頼があった場合は、申請入
力フォームにて費目の再選択をしていただきます。費目を再選
択する際は、関連する根拠資料をすべて再添付してください。

経費項目の削除

事務局より経費項目削除に関する修正依頼があった場合は、申
請入力フォームの画面下部にある「この経費項目を削除」ボタ
ンをクリックしてください。



交付申請の再提出
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修正該当箇所の再入力が完了しましたら、「入力内容の確認」へ進み、修正箇所が変更されているかをご確認くだ
さい。内容に問題がなければ、画面下の「差戻コメント」を入力し、「送信」ボタンをクリックしてください。

送信後、登録メールアドレス宛に、事務局より交付申請再提出受付メールが届きますのでご確認ください。

差戻コメントを入力すると

「送信」ボタンがクリックできる

「編集」ボタンをクリックすると

申請入力フォームに進み

編集することが可能

添付ファイルを追加すると「＊」が表示される

添付ファイルを削除すると「(削除済み)」が表示される

赤い■マークの内容が変更されているか確認


